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【年頭挨拶】

今年もよろしくお願い申し上

げます。

私のような個人事業者にとっ

ては、1月1日は新事業年度の開

始でもあります。そこで、常日

頃皆様にお薦めしているように、

私自身でも毎年欠かさず経営計

画というものを作っています。

復習のために私の経営計画の

構成を掲げます。

1.経営理念

2.テーマ

3.経営目標

4.環境分析

5.アクションプラン

私の計画書は資金調達目的等

ではなく、純粋な計画書です。

新しく作るときには、前年度の

振り返りもするので、大変有意

義なものとなります。私自身が

その効用を実感しているので、

皆様に強くお薦めしている訳で

す。

我が事務所では従業員にも同

様の宿題を課しています。仕事

始めには事務所の計画と従業員

個人の計画を発表し合います。

これも結構有意義なので、皆様

も是非一度お試しあれ。

【給与支払報告書の提出】

平成19年提出分から、平成18

年中に中途退職した人の「給与

支払報告書」も提出することに

変わりました。ただし、支給総

額が30万円以下の人は除きます。

提出漏れの無いように気をつけ

ましょう。

【1月の事務予定】

・1月決算法人期末実地棚卸

・9月決算建設業決算変更届

・11月決算法人確定申告＆納税

・5月決算法人中間申告＆納税

・納期特例分源泉所得税納付

・法定調書等提出

・償却資産税申告

・給与支払報告書提出

・年賀状の整理、住所録の整備

Ｑ．保険会社の保険金不払い

が相次いでいますが？

Ａ．H18年12月10日付朝日新聞

の記事によると、「2×4住宅」

なのに、「旧来の木造住宅」

として火災保険契約している

例が多いそうです。ちなみに、

姫路市内、2F建の1戸建住宅

（木造モルタル）150平米と同

じく2×4住宅の保険料を某保

険会社で試算してみると、前

者が32,900円、後者が17,300

円となり、倍近いの開きがあ

ります。

外見上は両者の違いが分か

り難いため、設計書等で確認

する必要があります。確認の

ポイントは、「2×4住宅」で

あることと「省令準耐火」で

あることです。

場合によっては10年以上も

保険料を払い過ぎていること

もあり得るので、念入りに調

べたほうが良いでしょう。
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【良い経営者の条件】

私は普段、多くの会社･経営

者とともに仕事をさせてもらっ

ていますが、毎日の活動の中

で感じた業績のよい会社の経

営者の特長は次のとおりです。

1.素直であること

現状をすべて受け入れる度

量の大きさともいえます。大

きな流れに逆らうことのない

柔軟性ともいえましょうか。

何でも吸収できる心の余裕が

あるので、質の良い情報も多

く集まるものと思われます。

2.単純であること

経営の形態が極めてシンプ

ルであることです。これとは

逆に、小さい会社でありなが

らやたらと複雑な制度や仕組

みを導入している会社は、策

に溺れるというような状態が

多いようです。中小企業は中

小企業であること自体が長所

であるのに、それを放棄して

大企業の真似事をしても上手

くいくはずがありません。

3.権限委譲ができること

権限委譲とは一般的に従業

員への委譲を言いますが、零

細企業で従業員も一、二名と

いうところも多くあります。

そういった会社では私たちの

ような専門家への権限委譲が

上手く行われています。社長

は商売に専念、細々したこと

は先生よろしく、というパター

ンです。これであれば私たち

専門家の立場としてもやりが

いがあります。

4.付加価値の源泉を持ってい

ること

付加価値とは会社が生き残

るための糧となります。これ

がなければ存続できません。

その多くは現場で蓄積されて

いきますが、社長自身の勘や

経験など、独自性が上手く蓄

積されています。

以上はすべて私の主観です。

理論的にはおかしな点もある

かもしれませんが、現場を観

察した結果です。
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法務会計事務所とは？

・予防法務（問題が起こる前の対策）

・戦略会計（経営に役立つ会計）

・マネジメント（経営支援）

これらを駆使し、総合的にサポートす

る行政書士事務所です。

〒672-8043

姫路市飾磨区上野田2-1

田中ビル2階

TEL 079-243-1231

FAX 079-243-1233

nakagawa@assist-ltd.co.jp

ワンストップ「経営・生活」サポーター

行政書士・中川法務会計事務所


